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論壇
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は
じ
め
に

行
政
機
関
等
の
処
分
に
よ
っ

て
国
民
が
不
利
益
を
被
っ
た
場

合
の
事
後
救
済
制
度
と
し
て
の

行
政
不
服
申
立
手
続
に
関
す
る

一
般
法
で
あ
る
行
政
不
服
審
査

法
（
以
下
「
行
審
法
」
と
い
う
）

の
抜
本
的
改
正
は
、
平
成
１８
年

頃
か
ら
法
所
管
た
る
総
務
省
に

お
い
て
準
備
が
進
め
ら
れ
て
き

た
が
、
こ
の
間
２
度
の
政
権
交

代
を
経
て
、
そ
の
方
向
性
が
わ

か
り
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

経
緯
を
振
り
返
り
、
現
時
点
で

想
定
さ
れ
る
主
た
る
論
点
を
整

理
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、

行
審
法
と
同
時
に
そ
の
特
別
法

た
る
国
税
通
則
法
や
地
方
税
法

の
不
服
申
立
手
続
に
つ
い
て
も

整
備
法
と
し
て
改
正
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

�

こ
れ
ま
で
の
経
緯

行
審
法
は
昭
和
３７
年
に
制
定

さ
れ
て
以
来
半
世
紀
が
経
過
し

た
が
、
実
質
的
な
改
正
が
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
の
間
、
平
成
５

年
に
行
政
の
事
前
手
続
の
一
般

法
で
あ
る
行
政
手
続
法
（
以
下

「
行
手
法
」
と
い
う
）
が
制
定

さ
れ
（
平
成
１７
年
に
意
見
公
募

手
続
等
が
拡
充
）
、
行
審
法
と

同
日
に
制
定
さ
れ
た
行
政
事
件

訴
訟
法
（
以
下
「
行
訴
法
」
と

い
う
）
も
平
成
１６
年
に
抜
本
的

な
改
正
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
行

審
法
と
密
接
に
関
連
す
る
行
手

法
上
の
処
分
時
の
手
続
や
改
正

さ
れ
た
行
訴
法
と
の
整
合
性
を

改
め
て
整
理
す
る
必
要
が
生
じ

て
い
る
。

そ
こ
で
、
平
成
１８
年
１０
月
に

総
務
副
大
臣
主
宰
の
下
、「
行

政
不
服
審
査
制
度
検
討
会
」
が

開
催
さ
れ
、
平
成
１９
年
７
月
に

公
表
さ
れ
た
同
検
討
会
の
「
最

終
報
告
」
を
受
け
て
、
平
成
２０

年
４
月
に
総
務
省
所
管
で
、

「
行
政
不
服
審
査
法
案
」「
行

政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
案
」「
行
政
手
続
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
」（
以

下
こ
れ
ら
の
法
案
を
「
旧
法

案
」
と
い
う
）
が
そ
れ
ぞ
れ
国

会
に
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、

旧
法
案
は
、
２
度
の
継
続
審
査

と
さ
れ
た
後
、
平
成
２１
年
７
月

に
、
衆
議
院
解
散
に
よ
る
審
議

未
了
に
よ
り
廃
案
と
な
っ
た
。

同
年
９
月
の
政
権
交
代
を
経

て
、
同
年
１２
月
に
行
審
法
担
当

の
総
務
大
臣
政
務
官
に
お
い

て
、
旧
法
案
に
関
す
る
勉
強
会

（
注
１
）
が
開
催
さ
れ
、
そ
の

結
果
、
民
主
党
政
権
と
し
て
旧

法
案
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
再
提

出
す
る
こ
と
は
見
送
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
平
成
２２
年
８
月
に
、

行
審
法
の
改
革
な
ど
行
政
救
済

制
度
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た

め
、
総
務
大
臣
と
行
政
刷
新
担

当
大
臣
を
共
同
座
長
と
し
、
政

務
三
役
等
及
び
有
識
者
で
構
成

す
る
行
政
救
済
制
度
検
討
チ
ー

ム
が
開
催
さ
れ
、
平
成
２３
年
１２

月
に
同
検
討
チ
ー
ム
の
「
取
り

ま

と

め
」（
注
２
）（
以

下
「
取

り
ま
と
め
」
と
い
う
）
が
公
表

さ
れ
た
。

そ
の
後
は
、
行
審
法
の
法
所

管
た
る
総
務
省
行
政
管
理
局
に

お
い
て
、
法
案
作
成
作
業
が
続

け
ら
れ
て
き
た
が
、
平
成
２４
年

１２
月
の
総
選
挙
に
よ
り
自
公
政

権
へ
再
度
の
政
権
交
代
と
な
っ

た
の
で
、
民
主
党
政
権
下
の
取

り
ま
と
め
の
内
容
を
そ
の
ま
ま

法
案
化
す
る
こ
と
は
困
難
と
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
後

は
、
旧
法
案
の
再
検
討
も
含
め

て
、
再
度
調
整
さ
れ
て
い
く
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
旧
法
案

と
取
り
ま
と
め
の
主
た
る
内
容

の
差
異
を
確
認
し
な
が
ら
、
改

正
の
方
向
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

�

改
正
の
方
向
性
―
旧
法
案
と

取
り
ま
と
め
の
差
異
―

１
、
目
的

旧
法
案
で
は
法
の
目
的
規
定

（
第
１
条
）
に
「
公
正
な
手
続

の
下
で
」
を
挿
入
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
が
、
取
り
ま
と
め

で
は
「
公
正
性
へ
の
配
慮
」
と

と
も
に
「
柔
軟
で
実
効
性
の
あ

る
救
済
」
の
観
点
を
明
示
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

２
、
不
服
申
立
構
造

現
行
法
で
は
、
処
分
庁
に
対

す
る
「
異
議
申
立
て
」
及
び
処

分
庁
以
外
の
原
則
と
し
て
直
近

上
級
行
政
庁
に
対
す
る
「
審
査

請
求
」
並
び
に
審
査
請
求
の
裁

決
後
の
「
再
審
査
請
求
」
と
い

う
３
種
類
の
不
服
申
立
て
の
類

型
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
旧
法
案
で
は
、
異
議

申
立
て
及
び
再
審
査
請
求
を
廃

止
し
、
最
上
級
行
政
庁
を
原
則

と
す
る
審
査
請
求
に
一
元
化
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
た
だ

し
、
一
定
の
処
分
に
つ
い
て

は
、
現
行
法
上
の
異
議
申
立
て

に
相
当
す
る
「
再
調
査
の
請

求
」
を
審
査
請
求
に
前
置
す
る

も
の
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
取
り
ま
と
め

で
は
、
異
議
申
立
て
を
廃
止
し

最
上
級
行
政
庁
を
原
則
と
す
る

審
査
請
求
に
一
元
化
す
る
も
の

の
、
一
定
の
処
分
に
つ
き
現
行

の
異
議
申
立
て
に
相
当
す
る

（
た
だ
し
、
審
査
請
求
に
前
置

し
な
い
）「
略
式
裁
決
」
を
規

定
し
、
再
調
査
請
求
の
う
ち
実

益
が
あ
る
も
の
は
「
特
別
審
査

請
求
」
と
し
て
存
置
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
た
。

３
、
審
理
体
制

旧
法
案
で
は
、
処
分
に
関
与

し
た
者
や
利
害
関
係
者
等
を
除

斥
し
つ
つ
職
員
の
う
ち
か
ら
指

名
す
る
「
審
理
員
」
が
審
理
手

続
を
行
う
と
と
も
に
、
第
三
者

機
関
で
あ
る
「
行
政
不
服
審
査

会
」（
以

下
「
審

査

会
」
と

い

う
）
へ
の
諮
問
を
原
則
と
し
て

経
て
か
ら
裁
決
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
取
り
ま
と
め

で
は
、
審
査
会
は
設
け
ず
、
審

査
庁
か
ら
分
離
し
て
置
か
れ
る

「
審
理
官
」（
特
定
の
府
省
に

一
括
設
置
が
念
頭
）
の
う
ち
か

ら
指
名
さ
れ
た
者
が
審
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
（
注
３
）
。

４
、
不
服
申
立
期
間

現
行
法
上
の
不
服
申
立
期
間

は
６０
日
で
あ
る
が
、
旧
法
案
で

は
こ
れ
を
３
月
に
延
長
、
取
り

ま
と
め
で
は
行
訴
法
上
の
出
訴

期
間
と
合
わ
せ
て
６
月
に
延
長

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

５
、
新
た
な
救
済
類
型

先
に
改
正
さ
れ
た
行
訴
法
で

導
入
さ
れ
た
申
請
型
義
務
付
け

訴
訟
に
対
応
す
る
不
服
申
立
類

型
と
し
て
「
申
請
型
義
務
付
け

裁
決
」
を
創
設
す
る
こ
と
は
、

旧
法
案
と
取
り
ま
と
め
の
方
向

性
は
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
。

非
申
請
型
の
義
務
付
け
に
つ

い
て
旧
法
案
で
は
、
職
権
発
動

を
促
す
手
続
と
し
て
、
法
令
に

違
反
す
る
事
実
の
是
正
の
た
め

に
さ
れ
る
べ
き
処
分
又
は
行
政

指
導
を
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
「
処
分
等
の
求

め
」
を
行
手
法
上
に
規
定
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
、
取
り
ま
と
め
で
は
、「
非

申
請
型
義
務
付
け
裁
決
」
に
加

え
、
処
分
庁
等
が
一
定
の
処
分

を
す
る
こ
と
を
差
し
止
め
る

「
差
止
め
裁
決
」
に
つ
い
て
も

行
審
法
上
に
新
た
な
申
立
て
の

類
型
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、「
行
政
指
導
の
中
止

等
の
求
め
」
に
つ
い
て
は
、
旧

法
案
で
は
、
職
権
発
動
を
促
す

手
続
と
し
て
、
法
令
に
違
反
す

る
行
為
の
是
正
を
求
め
る
行
政

指
導
の
相
手
方
が
、
当
該
行
政

指
導
が
根
拠
法
律
に
定
め
る
要

件
に
適
合
し
な
い
と
思
料
す
る

場
合
に
、
そ
の
中
止
等
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
手
続
を
行
手

法
上
に
規
定
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
取
り

ま
と
め
で
は
、
行
政
指
導
の
中

止
等
の
求
め
を
不
服
申
立
手
続

の
一
環
と
し
て
行
審
法
上
に
規

定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

６
、
不
服
申
立
前
置

行
訴
法
第
８
条
第
１
項
本
文

は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
と

審
査
請
求
と
の
関
係
に
つ
き
自

由
選
択
主
義
を
原
則
と
し
て
い

る
が
、
同
項
た
だ
し
書
に
も
と

づ
き
不
服
申
立
て
を
出
訴
前
に

義
務
付
け
る
不
服
申
立
前
置
主

義
を
採
る
個
別
法
の
規
定
が
多

数
存
在
す
る
。

こ
の
不
服
申
立
前
置
に
つ
い

て
、
旧
法
案
で
は
特
段
の
措
置

は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
取
り
ま

と
め
で
は
、
チ
ー
ム
Ｗ
Ｇ
で
の

個
別
の
検
証
に
も
と
づ
き
、
現

存
す
る
９９
本
の
前
置
の
個
別
規

定
に
つ
き
、
全
部
廃
止
５５
本
、

一
部
廃
止
８
本
、
一
重

化
８

本
、
存
置
２８
本
の
結
論
が
示
さ

れ
た
。
な
お
、
国
税
通
則
法
は

二
重
前
置
の
一
重
化
（
異
議
申

立
前
置
の
廃
止
）
、
地
方
税
法

は
一
段
階
前
置
を
存
置
の
結
論

で
あ
る
。

（
注
１
）

総
務
省
行
政
管
理

局
「
行
政
不
服
審
査
法
案
に

関
す
る
勉
強
会
（
概
要
）
」

（
平
成
２１
年
１２
月
２８
日
）
。

（
注
２
）

行
政
救
済
制
度
検

討
チ
ー
ム
「
取
り
ま
と
め
」

（
平
成
２３
年
１２
月
）
。

（
注
３
）

国
税
不
服
審
判
所

は
第
三
者
的
機
関
で
あ
る
の

で
、
旧
法
案
に
お
け
る
審
査

会
、
取
り
ま
と
め
に
お
け
る

審
理
官
の
い
ず
れ
も
適
用
除

外
で
あ
る
。

�

お
わ
り
に

以
上
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
主

た
る
項
目
に
限
っ
て
で
あ
る

が
、
旧
法
案
と
取
り
ま
と
め
の

差
異
を
確
認
し
て
き
た
。
自

公
、
民
主
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
っ

た
政
権
下
で
の
案
で
、
一
部
に

異
な
る
内
容
が
あ
る
も
の
の
、

基
本
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
案
の
考

え
方
は
共
通
し
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
旧
法
案
に
お
け
る
審
査
会

は
改
革
の
目
玉
と
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
が
、
取
り
ま
と
め

で
は
、
審
査
会
は
屋
上
屋
で
あ

る
と
い
う
批
判
に
対
応
す
る
た

め
、
旧
法
案
に
お
け
る
審
理
員

と
審
査
会
の
役
割
の
い
わ
ば
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
る
審
理
官
を

設
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
り
、
い
ず
れ
の
案
も
公
正

性
へ
の
配
慮
と
い
う
点
で
は
変

わ
り
は
な
い
。
い
ず
れ
の
案
に

よ
る
の
か
は
、
よ
り
公
正
性
を

重
視
す
る
重
装
備
と
し
て
の
審

査
会
か
、
簡
易
迅
速
性
を
重
視

す
る
軽
装
備
と
し
て
の
審
理
官

か
の
政
策
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と

も
、
不
服
申
立
前
置
の
見
直
し

に
つ
い
て
は
、
自
公
政
権
下
で

は
問
題
意
識
を
持
ち
な
が
ら
手

が
付
け
ら
れ
ず
に
い
た
も
の
を

民
主
党
政
権
下
で
は
じ
め
て
実

現
し
た
改
革
で
あ
る
か
ら
、
政

策
判
断
の
余
地
は
な
い
は
ず
で

あ
り
、
政
権
交
代
を
経
て
も
改

革
の
精
神
が
継
続
し
、
成
案
を

み
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

冒
頭
述
べ
た
と
お
り
、
行
審

法
は
事
後
救
済
手
続
に
関
す
る

一
般
法
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
改

正
は
、
そ
の
特
別
法
で
あ
る
国

税
通
則
法
や
地
方
税
法
に
つ
い

て
も
直
接
影
響
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
。
税
制
改
正
建
議
権
を

有
す
る
税
理
士
と
し
て
、
今
後

の
改
正
動
向
を
注
視
し
て
い
き

た
い
。

な
お
、
筆
者
は
本
年
１
月
末

ま
で
総
務
省
行
政
管
理
局
に
勤

務
し
て
き
た
が
、
既
に
退
官
し

て
お
り
、
本
稿
の
意
見
に
わ
た

る
部
分
は
私
見
で
あ
る
。

行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
の
方
向
性

青木 丈
【神田】
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